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【議事の経過】 

 

令和４年６月９日（木）                              〔９：00開会〕 

 

《開会》 

 

○ 池田 廣 議長  

ただいまの出席議員は 10名です。定足数に達しておりますので、令和４年第２回芸西村議会定例会第３日

を開会します。本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

     

《日程第１》 

 

○ 池田 廣 議長 

日程第１、議案第 34号芸西村介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題にします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

これから議案第 34号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 全員挙手です。 

 従って、議案第 34号は原案のとおり決定しました。 

 

《日程第２》 

 

○ 池田 廣 議長 

次に、日程第２、議案第 35号芸西村営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題にします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

これから議案第 35号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 全員挙手です。 

 従って、議案第 35号は原案のとおり決定をいたしました。 

 

《日程第３》 

 

○ 池田 廣 議長 

日程第３、議案第 36号非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議

題にいたします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これから議案第 36号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 全員挙手です。 
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 従って、議案第 36号は原案のとおり決定しました。 

   

《日程第４》 

 

○ 池田 廣 議長 

次に、日程第４、議案第 37号令和４年度芸西村一般会計補正予算（第１号）を議題にします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これから議案第 37号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 全員挙手です。 

 従って、議案第 37号は原案のとおり決定しました。 

 

《日程第５》 

 

○ 池田 廣 議長 

日程第５、議員派遣の件を議題にします。会議規則第 129条の規定により、お手元に配付いたしました資

料のとおり、それぞれの議員を派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」の声〕 

異議がないようですので、議員派遣の件はお手元に配付の資料のとおり派遣することに決定をいたしまし

た。 

 

《日程第６》 

 

○ 池田 廣 議長 

次に、日程第６、閉会中の継続調査の申し出を議題にします。各常任委員会並びに議会運営委員会から、

会議規則第 75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があ

ります。 

お諮りします。各常任委員会並びに議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付すること

に、ご異議ありませんか。                           〔「異議なし」の声〕 

異議がないようですので、各常任委員会並びに議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に

付することに決定をいたしました。  

  

《閉会》 

 

○ 池田 廣 議長 

以上をもちまして、本会議に付議された事件は全て終了しました。よって、会議規則第８条の規定により、

令和４年第２回芸西村議会定例会を閉会します。 

                             〔９：05閉会〕 

 

 

 

 

 

 

 

 


